
第一期中期事業計画（2022－2024年）

１．倫理に関する全体的見直し：倫理委員会 21 22 23 24

１）「作業療法士の職業倫理指針」を見直す 時代に合った指針へ改定 ◎ ◎
２）会員処分の標準例・処分量定一覧を見直す ＳＮＳの普及、ハラスメント、わいせつ行為等への対応 ◎ ◎
３）協会員＝士会員の推進への対応方法を整備する 特に、倫理審査に関する確認 ○ ○ ○

４）倫理委員会の運営方法を見直す 倫理委員会と倫理審査の区分
役割分担と情報の共有化、調整 ◎

５）都道府県作業療法士会との連携・協力体制の推進 ○ ○ ○
６）関係部・委員会との連携・協力



２．会員への周知・啓発体制の整備：周知・啓発係 21 22 23 24

１）現状の教育・体制・周
知方法の確認

（１）倫理に関する教育、倫
理事案を扱う体制・現状の調
査

①OT養成施設 ◎
②OT協会員（白書データの活用分析） ○

２）養成施設、士会、OT協
会員向けに体制整備に向け
たモデル作成・提示

（１）倫理に関する体制整
備・周知啓発のモデル作成・
提示

①OT養成施設における倫理事案の体制整備、周知啓発（対学
生、対教員） ◎

３）倫理に関する教育内容
と教育体制の整備

（１）教育内容と教育体制の
整備

①倫理事案データベース作成 ○

②3つ目の「倫理事例集」作成 ○ ◎ ◎
③倫理事案教育を卒前教育、卒後教育に導入 ○ ◎



３．職場と士会における倫理対応の整備：体制整備係 21 22 23 24

１）会員が勤務する職
場における倫理対応体
制の整備に向けた情報
提供

(1)職場における倫理対応体制の整備支援

①職場における倫理対応体制整
備の現状把握とモデル的試行 ◎ ◎

②職場リーダ―研修の教材作成 ◎ ◎
③職場リーダー研修の実施 ◎

④実施圏域ごとの情報交換会 ○

(2）資料提供後の活用状況の調査

２）都道府県作業療法
士会における倫理対応
整備に向けた協力

(1)「士会員の倫理向上に向けた取り組み」の協力 教育部に対応依頼
◎

(2)「会員職場の倫理対応体制の整備に向けた取
り組み」への支援

①士会における研修（例、リー
ダー研修等）のプログラム、資
料作成

(3)「士会の倫理体制整備に向けた取り組み」へ
の支援

＊(4)(5)(6)は、倫理対応係と事務局で対応
(4)倫理相談への対応の協力
(5)会員の倫理問題事案への協力
(6)他の士会との情報交換・連携の協力

①士会における倫理対応体制の
整備に資する参考資料作成 ◎ ◎

②OT協会の倫理委員会の各種規
程や各係の設置、事務処理フ
ローと関係書類様式を参考にで
きる環境の整備

◎ ◎

③士会倫理担当者研修の実施 ○ ◎

④圏域ごとの情報交換会

３）倫理に関する情報
の共有化・交換のため
環境整備



【体制整備係 補足】
空欄は、第二期以降の活動になる。
職場および都道府県作業療法士会における倫理対応体制の整備の支援において、双方とも、
それぞれに教材作成をしっかり行ってから研修実施に向けて検討を進める。
研修は倫理委員会主催での開催が望ましいと考える。受講者からアンケートにより意見をも
らうなど、内容のブラッシュアップを図り研修会内容を充実させる。



４．情報の提供：広報係 21 22 23 24

１）会員への情報提供
（１）倫理委員会内情報の提供 ◎
（２）国等の動向に関する情報の提供 ○ ○ ○ ○

２）士会への情報提供
（１）倫理委員会内情報（事務処理方法、関係書類など）の提供 ◎ ○ ○
（２）国等の動向に関する情報の提供 ◎ ○ ○
（３）倫理問題履歴（倫理事例集、倫理対応事例集など）の提供 ○ ◎ ○

３）社会への情報提供 （１）協会の倫理対応体制の紹介 ◎



５．相談対応、倫理審査：倫理問題対応係 21 22 23 24

１）倫理委員
会内整備

（１）各種基準設定、事務処理フロー図・関係書類の
作成

①試行→検証→確定→公表 ◎ ◎

（２）現行基準等の見直し

①受付・受理の判断基準の作成 ◎
②会員処分の標準例・処分量定の見直し案の作
成 ○

③標準例・処分量定の判断基準（目安）の作成 ○ ◎

２）倫理相談
（１）相談対応 ①対応方法の説明書の作成 ○ ◎
（２）相談対応事例集 ①作成と提供 ◎

３）倫理審査

（１）倫理問題事案対応（受理、事実確認、処分等審査） ①対応方法の説明書の作成 ○ ◎

（２）履歴の蓄積と定期的情報提供
①受理案件以外の相談ケースを4か月ごとに提
供 ◎ ○ ○ ○

②士会への提供（1回/年） ○ ○ ○


